
日本核医学会 PET核医学認定医資格更新制度に関する規程

　日本核医学会は、日本核医学会 PET 核医学認定医（以下 “PET核医学認定医 ” という）のレベルの保持と向上
のために PET核医学認定医の生涯教育を推進し、そのための更新制度を施行する。
 1 PET核医学認定医は、認定を受けた年から 5年毎に、PET核医学認定医資格更新（以下 “ 資格更新 ” という）
を受けなければ、引き続いて PET核医学認定医を呼称することはできない。

 2 資格更新を希望する者は、更新に必要な申請書類を所定の期日までに提出し、更新の審査を受けなければな
らない。

 3 資格更新の審査は、日本核医学会教育・専門医審査委員会（以下 “ 委員会 ” という）が行う。
 4 資格更新については、毎年、本学会ホームページ、ニュースレターに公告する。
更新の申請資格：
 5 資格更新を申請する者は、次の各号の資格をすべて満足することを要する。
 1) 更新申請時において、PET核医学認定医であること。
 2) 更新申請時において、過去 5年間継続して会員であること。
 3) 更新申請時において、過去 5年間に、別表に示す単位表から委員会が定める総単位数 60単位以上を取得

していること。認定した学術集会は別に示す。
 4) 更新申請時において、過去 5年間に、日本核医学会学術総会に 1回以上および春季大会における PET研

修セミナーあるいは PET核医学エキスパートセミナーに 1回以上出席していること。
  前項の PET研修セミナーへの出席は、過去 5年間に以下の 2項目の課程に分けて受講することも認めるもの
とする（注 1）。

 ① 平成 16年 8月 1日付け厚生労働省医政局長通知に定める事項（注 2）に関係する課程
 ② それ以外の課程
  ② の課程の受講は、事情がある場合には本学会が指定する別の PET関連セミナーへの過去 5年以内の出

席をもって代えることができる（注 3）。
  注 1：本項は、平成 23年の春季大会における PET研修セミナーへの出席から適用する。
  注 2：平成 16年 8月 1日付けの厚生労働省医政局長通知「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等に

ついて」（医政発第 0801001号）の第 2の 3 (2) ③ に定める事項で、主として、基礎、安全、法令およ
びガイドラインに関係する。

  注 3：ここでいう PET関連セミナーとして、日本核医学会 PET核医学分科会が行う PETサマーセミナー（平
成 22年以後に実施されるもの）を指定する。

更新の保留：
 6 過去 5年間で取得した単位数が、所定の研修単位数に満たない場合は、資格更新の保留を申し出て、所定単
位を取得後に更新の申請をすることができる。ただし、保留期間は、2年間までとし、保留期間中は、PET
核医学認定医を呼称することはできない。

 7 保留期間経過後は、資格更新の申請をすることはできない。ただし、海外留学、長期病気療養等やむを得な
い事情がある場合は、それを証明する書類を添えて保留期間の延長を申請することができる。

更新の方法：
 8 更新を希望する者は、次の関係書類に審査料を添えて毎年所定の期日までに委員会に提出するものとする。
 1) 資格更新申請書
 2) 申請のための単位取得証明書
 (1) 学術集会、春季大会の PET研修セミナー、学術講演会、教育講演会等に参加および受講したこと

を証明する書類の写し
 (2) 演者としての単位申請は、それを証明するプログラム、抄録等の写し
 (3) 学術論文発表の場合は、それを証明するその部分の写し
日本核医学会専門医の資格更新：
 9 上記の規程にかかわらず、PET核医学認定医の認定期間終了時に日本核医学会専門医である者は PET核医学
認定医の資格が自動的に更新されるので資格更新を申請する必要はない。

  なお、日本核医学会専門医であるものは、専門医更新時に専門医の更新要件を満足する場合は、PET核医学
認定医も同時に 5年間更新するものとする。この場合の PET核医学認定医更新審査料は、専門医更新審査料
に含まれるものとする。

処罰と資格喪失：
 10 委員会は PET核医学認定医が認定医としてふさわしくない下記Ⅰ～Ⅳの行為があった時には、理事会の承認
を得て、認定医の資格を取り消すなどの処罰を行うことが出来る。なお、日本核医学会を退会したときには
資格を失う。

 Ⅰ 認定医資格取得における不正行為
  1　申請書類などの虚偽 2　筆答試験における不正行為 3　認定書の名義改竄
 Ⅱ 医療事故
  1　診療録の改竄や隠蔽工作 2　医療過誤 3　異常死届出義務違反
 Ⅲ 違法な診療行為
  1　虚偽の表示や実績報告 2　医療費の不正請求等
 Ⅳ 生命倫理に反する診療行為


